
事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

3,500 2,700

0

0

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

6,200

0

0

0

事業内容
御殿場市景観計画策定業
務
計画策定

御殿場市景観計画策定業
務
計画策定

事　業　費 3,500 2,700 6,200

令和3年度末までの
事業実施状況

市内の違反広告物の是正や、地域住民・事業所・国・市による沿道の美化活動により、良好な
景観を形成することで、生活の質の向上、定住人口や交流人口の増加及び観光交流による地
域活性化の向上が求められている。

事業の背景・
住民意見の反映

平成２４年に景観行政団体となり、平成２５年に景観計画を策定し、令和５年で１０年経つ。
市民懇話会の開催、パブリックコメントの実施により市民からの意見等を聴収し、景観形成等へ
反映させる。

事業の評価と改善
(R3→R4)

上位・関連計画の改定や社会情勢変化に加え、市民意識などを検証し、１０年後を見据えたまち
づくりをする景観計画を策定しなければならない。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

e-7
観光業、商工業等あらゆる産業の被害拡大と
停滞

目　的
市後期基本計画、市都市計画マスタープランの上位計画や関連計画との整合性、これまでの本
市の景観施策を継承しつつも地域の個性を活かし、時代の変化に対応した柔軟で質の高い景
観形成を推進するため、景観計画の見直しを行う。

対　象 市民・事業者・来訪者・行政

手　段
市民意向調査やパブリックコメントによる意見聴取を行うとともに、策定委員会・懇話会等で検
討、審議を行う。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

根拠法令・要綱等2023年度 (令和5年度) ～ 2024年度

  

個別計画での位置付け 御殿場市景観計画・都市計画マスタープラン

(令和6年度)

事 業 名 景観計画策定事業 6101-010

所　　管 都市建設部　都市計画課 予算款項目 一般会計

御殿場市総合景観条例・景観法・屋外広告物法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-1-1 施策名： 景観行政の推進

関連施策：  施策名：

事業期間

154



事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 4

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

100 100

0

0

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

100 300

0

0

0

事業内容
次期候補地の検討
地権者調査等
管理費等

公社による計画地の測量設
計
管理費等

公社による計画地の用地買
収、造成工事等
新規事業の検討
管理費等

事　業　費 100 100 100 300

令和3年度末までの
事業実施状況

平成29年度に募集した印野地区（８区画）と令和２年度に募集した玉穂地区（10区画）は、早期
に完売し、現在新たなコミュニティが形成されている。

事業の背景・
住民意見の反映

本市では人口が旧町村単位で減少を続けている地区が3地区ある。市街化調整区域に含まれ
るこの地区は、制度上人口減少は避けられないが、少なくとも市役所支所周辺等の既存集落に
おいては、人口維持に向けた手立てが必要である。

事業の評価と改善
(R3→R4)

住宅情報サイトを活用して情報発信した結果、多くの問い合わせがあり、販売開始から短期間
で買受者が決定したことから、ニーズは非常に高いと思われる。しかし、当面は民間による優良
田園住宅等の整備を優先とし、この進捗を見ながら次期計画地を検討する。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的 市街化調整区域内の既存集落における定住人口の維持を図る。

対　象 移住希望世帯

手　段
事業手法として、土地開発公社が用地取得から測量設計、造成工事までの整備を行い、市が県
外住民等へ土地を紹介後、公社から用地を買戻し、住宅地の売却を行う。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

根拠法令・要綱等2016年度 (平成28年度) ～

豊かな住環境の整備

個別計画での位置付け

事 業 名 市街化調整区域既存集落内宅地創出事業 6201-020

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

都市計画法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-2-1 施策名： 人口の維持・増加の促進

関連施策： 6-5-3 施策名：

事業期間

155



事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

2 1 9

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

事 業 名 第四次御殿場市国土利用計画策定事業 6202-010

所　　管 企画部　企画課 予算款項目 一般会計

事業期間 2024年度 (令和6年度) ～ 2025年度 (令和7年度) 根拠法令・要綱等 国土利用計画法

手　段
環境・経済等を踏まえた持続可能な土地利用に資する計画とするため、本市のまちづくりの指
針となる第五次御殿場市総合計画基本構想（令和8～17年度）と整合を図り、一体として計画策
定する。

新東名高速道路などを生かした土地利用の推進

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

目　的
本市の土地利用行政の指針となる第三次御殿場市国土利用計画が令和7年度で終了すること
に伴い、第四次御殿場市国土利用計画（令和8～17年度）を策定する。

対　象 市民

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-2-2 施策名： 都市機能の集約化

関連施策： 6-2-3 施策名：

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

事　業　費 4,000 0 4,000

事業内容
現況基礎データの整理、市
民意識の把握、現計画の検
証、計画素案作成

計画策定

0

4,000 0

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

国土強靭化計画
における位置付け

令和3年度末までの
事業実施状況

第三次御殿場市国土利用計画策定から令和3年度末までに、新東名高速道路新御殿場イン
ターチェンジや新たな工業団地の完成など本市にとって大きな変化が生じたが、国土利用計画
に基づき、各地域の特色に応じた政策・施策を実施した。

事業の背景・
住民意見の反映

従来のパブリックコメント等に加え、ＬｏＧｏフォームのアンケート機能などデジタル技術を活用し、
住民意見の反映に努める。

事業の評価と改善
(R3→R4)

第三次国土利用計画は、第四次総合計画と一体で策定しており、これまで両計画と整合した政
策・施策を実施してきた。次期計画も同様に整合を図りつつ、現在及び将来の本市を取り巻く環
境・社会情勢の変化を踏まえつつ、適切な土地利用の指針を策定する。

4,000

0

0

0

0

0

0

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 4

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

1,630,000 800,000 2,430,000

0 0

0

0

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

0

0

0

0

事業内容

板妻南第３期・富士御殿場 完了に
よる公社への開発事業負担金（事
業費等）の繰出
 
（土地開発公社）
造成工事（第４期)
富士御殿場工業団地事業

板妻南第４期完了による公社
への用地費及び開発事業負担
金（事業費等）の繰出

事　業　費 1,630,000 800,000 2,430,000

令和3年度末までの
事業実施状況

第３期、第４期を事業着手し、動植物調査、測量設計等の業務を進め用地買収を行った。第３期
については造成工事に着手した。

事業の背景・
住民意見の反映

本計画地は、都市計画マスタープランに工業・流通ゾーンとして位置付けられており、工業用地
の不足を解消するため新たな工業用地を創出し、企業誘致を図るとともに地域の活性化につな
げる。

事業の評価と改善
(R3→R4)

第４期分の造成工事の発注を行い、商工振興課と情報共有を図り、進出希望企業のニーズ等を
設計に反映する。富士御殿場工業団地において、事業用地の測量・調査・設計業務、周辺の水
道整備の設計、土地開発公社、関係地権者等と協議を行い事業着手の準備を行う。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

e-1
サプライチェーンの寸断等による地元企業の生
産能力低下

目　的 工業用地の不足を解消するため、新たな工業用地を創出し、企業誘致を図る。

対　象 企業、地域住民

手　段
事業手法として、土地開発公社が用地取得から測量設計、造成工事までの整備を行い、市が企
業誘致後、公社から用地を買い戻し、工業用地の売却を行う。

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

なし

根拠法令・要綱等2018年度 (平成30年度) ～ 2024年度

企業の誘致

個別計画での位置付け 都市計画マスタープラン

(令和6年度)

事 業 名 板妻南工業団地（第３期・第４期等）開発事業 6204-010

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

都市計画法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-2-4 施策名： 新たな工業用地の創出

関連施策： 1-2-1 施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 4

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

1,000 1,000

0

0

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

1,000 3,000

0

0

0

事業内容
次期開発地事前調査
事業スキーム検討

次期開発地調査
事業スキーム検討
地権者再調査
事業説明会、地権者交渉

（土地開発公社）
測量設計、物件調査、用地
補償等

事　業　費 1,000 1,000 1,000 3,000

令和3年度末までの
事業実施状況 全体計画６４haのうち、２区画（４．８ha）の造成工事が完成し、進出企業へ売却を始めた。

事業の背景・
住民意見の反映

本計画地は、都市計画マスタープランに工業・流通ゾーンとして位置付けられており、工業用地
の不足を解消するため新たな工業用地を創出し、企業誘致を図るとともに地域の活性化につな
げる。

事業の評価と改善
(R3→R4)

残り５９haの整備については、板妻南工業団地の完成後、関係地権者や進出希望業者の動向
を見ながら進める。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

e-1
サプライチェーンの寸断等による地元企業の生
産能力低下

目　的 工業用地の不足を解消するため、新たな工業用地を創出し、企業誘致を図る。

対　象 企業、地域住民

手　段
事業手法として、土地開発公社が用地取得、立木補償、造成工事等の一連の業務を行い工業
用地を整備し、市が企業誘致後、公社から用地を買い戻し、工業用地の売却を行う。

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

なし

根拠法令・要綱等2017年度 (平成29年度) ～

企業の誘致

個別計画での位置付け 都市計画マスタープラン

事 業 名 （仮称）夏刈工業団地開発事業 6204-020

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

都市計画法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-2-4 施策名： 新たな工業用地の創出

関連施策： 1-2-1 施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

6 1 8

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

事 業 名 地籍調査事業 6205-010

所　　管 環境部　国土調査課 予算款項目 一般会計

事業期間 1965年度 (昭和40年度) ～ 根拠法令・要綱等 国土調査法

手　段
令和２年度を初年度とする第７次十箇年計画が策定され、計画に基づき調査を行う。現地で土
地の境界・所有者・地目等を調査確認し、測量を行い、その成果について国・県の承認・認証を
受けた後、登記処理のため法務局に送り込む。

  

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

目標15 陸の豊かさを守ろう

目　的 国土の開発・保全・利用のための基礎資料を整備すると共に、地籍の明確化を図る。

対　象 土地所有者

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-2-5 施策名： 地籍調査事業の推進

関連施策：  施策名：

h-7
液状化等の発生により復旧・復興が大幅に遅
れる事態

事　業　費 40,600 41,600 34,600 116,800

事業内容

神山の一部31haの認証及
び法務局への送り込み、印
野の一部56haの一筆地調
査及び測量、中畑の一部
2.5haの再調査

印野の一部56haの認証及
び法務局への送り込み、中
山・大坂の各一部33haの一
筆地調査及び測量

中山・大坂の各一部33haの
認証及び法務局への送り込
み、印野・板妻の各一部
52haの一筆地調査及び測
量

200 200 200 600

9,900 15,700 14,000

財
　
源
　
内
　
訳

15,000 16,500 13,000 44,500

9,900

国土強靭化計画
における位置付け

8,200

8,000 1,000 900

7,500

令和3年度末までの
事業実施状況

市全体面積19，490haのうち、地籍調査の計画面積は、演習場・ゴルフ場・山岳地等を除外した
7,173haとなっている。 令和３年度末時点の地籍調査実施済面積（登記済面積）は5,076haで、進
捗率は70.77％となった。

事業の背景・
住民意見の反映

地籍の明確化により、土地の境界紛争の未然防止、土地取引や公共事業の計画策定の円滑
化・経費縮減、災害復旧の迅速化、課税の公平化が図られる。未調査地区からの要望が多いた
め、効率的かつ効果的に地籍調査を推進する必要性がある。令和５年度は、富士岡・印野地区
における調査を継続するほか、玉穂地区内の一部の調査済地において再調査を実施する。

事業の評価と改善
(R3→R4)

２班体制にすることで事業の進捗率を高めると共に、定期的に進捗状況・問題点を検討し、能力
向上に努めた。専門性が高く人材育成に時間を要するが、地籍アドバイザーの配置、委託と直
営作業の連携強化、作業工程のマニュアル化など、持続可能な事業体制の構築を推進してい
る。

39,600

0

0

0

0

6,500 22,200

0

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

事 業 名 都市計画基本図更新事業 6205-020

所　　管 都市建設部　都市計画課 予算款項目 一般会計

事業期間 2024年度 (令和6年度) ～ 2024年度 (令和6年度) 根拠法令・要綱等 都市計画法

手　段 税の評価替えで撮影する航空写真を利用し、基本図の更新を行う。

  

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

目　的
現況土地建物利用状況と都市計画基本図との整合、都市計画決定の情報提供、基本図による
各種計画の作成などのため、御殿場市の基本情報を更新する。

対　象 市民、事業者

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-2-5 施策名： 地籍調査事業の推進

関連施策：  施策名：

e-6
事業活動が再開できないことによる雇用状況
の悪化や経済の停滞

事　業　費 60,100 60,100

事業内容
都市計画基本図更新業務
委託

0

35,100

財
　
源
　
内
　
訳

0

25,000

国土強靭化計画
における位置付け

25,000

令和3年度末までの
事業実施状況

都市計画基本図更新に向けて近隣市町の状況調査や更新手法を検討した。結果、他部署で行
う航空写真データ取得時期に合わせることで経費節減を図ることとした。

事業の背景・
住民意見の反映

現在の都市計画基本図は、１６年前の都市施設や地形情報であり、現況の土地建物利用状況
とも相違が多々ある。都市計画マスタープランが完成し、拠点を中心としたまちづくりの方針が
固まったこと、新東名高速道路などのインフラ整備や周辺土地利用が一区切りしつつあるため、
都市計画基本図の修正を行う。

事業の評価と改善
(R3→R4)

単独撮影による経費を削減し、課税課の航空写真情報を活用する。

35,100

0

0

0

0

0

0

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 3

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

28,900

0

2,600 2,600

0

9,600 9,700

2,600 2,600 2,700 7,900

財
　
源
　
内
　
訳

16,200 16,200 16,500 48,900

0

1,100 6,300

0

0

0

9,600

事業内容

中心市街地活性化基本計画修正
進行管理
民間事業の誘導・調整
バリアフリー整備
　市道1649号線
　歩道整備総延長L=100ｍ
　工事

中心市街地活性化基本計画修正
進行管理
民間事業の誘導・調整
バリアフリー整備
　市道1649号線
　歩道整備総延長L=100ｍ
　工事

中心市街地活性化基本計画修正
進行管理
民間事業の誘導・調整
バリアフリー整備
　市道1649号線
　歩道整備総延長L=100ｍ
　工事

事　業　費 31,000 31,000 30,000 92,000

令和3年度末までの
事業実施状況

令和２年度に中心市街地活性化基本計画の見直しを行った。５年の期限を迎えるため、関係課
から中間年度の聞き取りを行った。コロナ渦での今後の動向を見据え、継続して見直しを行って
いく。

事業の背景・
住民意見の反映

御殿場駅富士山口は、平成元年の駅前再開発、平成15年の駅前広場整備等により、整備済となったが、
平成25年に策定したバリアフリー基本構想における駅と各生活拠点施設への移動円滑化そして富士山世
界遺産登録に伴う駅利用者の利便性の向上、活性化に向けた都市のリノベーションを望む意見が多い。
駅東西の連携強化と役割分担により、さらなる集客力向上を目指す。

事業の評価と改善
(R3→R4)

中心市街地活性化基本計画について、内容の見直し等を継続すると共に、まちづくり懇話会及
び中心市街地活性化協議会における活性化策の協議等を継続する予定である。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的
市の玄関口にふさわしい都市空間の再構築を行い、観光ハブ都市として国際交流人口の増大
にあわせたインフラ整備を実施し、駅利用者の安全通行と駅周辺の活性化を図る。

対　象 中心市街地を訪れる来訪者及び中心市街地に居住する人々

手　段
地区住民参画のまちづくり懇話会及び中心市街地活性化協議会の意見聴取を行うと共に、民
間事業者による事業提案を導入し、まちづくりを再構築する。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

根拠法令・要綱等2015年度 (平成27年度) ～ 2027年度

市民参画機会の充実

個別計画での位置付け 中心市街地活性化基本計画・都市計画マスタープラン・バリアフリー基本構想

(令和9年度)

事 業 名 御殿場駅周辺活性化事業 6301-010

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-3-1 施策名： 中心市街地活性化に向けた整備の推進

関連施策： 7-3-1 施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 3

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

216,000

0

8,000 8,000

0

72,000 72,000

20,000 20,000 20,000 60,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

8,000 24,000

0

0

0

72,000

事業内容
都市計画事業市町負担金
２路線、用地補償費等

都市計画事業市町負担金
２路線、用地補償費等

都市計画事業市町負担金
２路線、用地補償費等

事　業　費 100,000 100,000 100,000 300,000

令和3年度末までの
事業実施状況

平成２８年度から事業着手した新橋茱萸沢線については、令和３年度末で用地取得率が８５％
となった。

事業の背景・
住民意見の反映

本事業は、都市計画マスタープランや中心市街地活性化基本計画で重要と位置付けられた主
要道路で、快適で安全に通行できるような整備が必要であり、住民意向調査からも整備要望が
強い。

事業の評価と改善
(R3→R4)

新橋茱萸沢線は事業用地の取得も進み、JR御殿場駅から若宮交差点約176mの区間において
は、令和３年度から電柱・電線地中化の工事に着手した。また、御殿場小山線については、令和
３年度に県が事業認可を取得し、用地補償調査を行っている。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的
県主導の都市計画道路新橋茱萸沢線及び御殿場小山線の整備により、御殿場駅周辺主要道
路の整備及び安全な歩行者動線の確保を目的とする。

対　象 道路利用者（御殿場駅利用者、商店街利用者、周辺住民等）

手　段
新橋茱萸沢線　（延長L＝280ｍ　幅員W＝19ｍ、両側自転車歩行者道　幅員　W＝4.5ｍ）
御殿場小山線　（延長L＝277ｍ　幅員W＝17～19ｍ、両側自転車歩行者道　幅員　W＝3.5～4.5
ｍ）

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

根拠法令・要綱等2015年度 (平成27年度) ～ 2027年度

都市計画道路・幹線道路の整備推進

個別計画での位置付け 中心市街地活性化基本計画、御殿場市都市計画マスタープラン、県都市計画区域マスタープラン

(令和9年度)

事 業 名 都市計画道路新橋茱萸沢線等整備事業 6301-020

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

都市計画法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-3-1 施策名： 中心市街地活性化に向けた整備の推進

関連施策： 6-6-1 施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 3

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

381,600

0

22,000 13,880

0

124,200 59,400

42,500 27,020 16,520 86,040

財
　
源
　
内
　
訳

212,500 135,100 82,600 430,200

0

6,680 42,560

0

0

0

198,000

事業内容

用地買収
物件補償
橋梁基礎・下部工
付替河川

用地買収
物件補償
橋梁上部
付替河川
道路改良

用地買収
物件補償
橋梁上部
付替河川
道路改良

事　業　費 475,000 300,200 165,200 940,400

令和3年度末までの
事業実施状況

2工区がR元年度に完了,これにより1,2工区の供用開始した。3工区事業化が決定し各機関との
協議を開始。

事業の背景・
住民意見の反映

本路線は、中心市街地活性化基本計画区域を構成する重要な都市計画道路に位置付けられ、
早期に開通する必要がある。また、地域からの整備要望も強い。

事業の評価と改善
(R3→R4)

R元年度に2工区が完了し関連工事も実施し歩行空間整備も整った。3工区着手の為の補助申
請を実施。詳細設計や物件補償算定を基に用地取得、物件補償を行う。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的
駅東地区の都市基盤を整備し環状道路を構築して、中心市街地の活性化とともに交通の整流
化を図ることを目的とする。

対　象 道路利用者、周辺住民

手　段
都市計画道路の整備を実施する。
総計画延長L=955ｍ　幅員W=16ｍ（両側歩道　幅員3.5ｍ）

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

根拠法令・要綱等2005年度 (平成17年度) ～ 2029年度

都市計画道路・幹線道路の整備推進

個別計画での位置付け 中心市街地活性化基本計画・都市計画マスタープラン・御殿場市幹線市道整備10か年計画

(令和11年度)

事 業 名 都市計画道路新橋深沢線（市道0115号線）道路整備事業 6301-030

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

道路法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-3-1 施策名： 中心市街地活性化に向けた整備の推進

関連施策： 6-6-1 施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 3

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

10,800

0

0

0

10,800

3,000 3,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

1,200 1,200

0

0

0

事業内容 周辺意見聴取 現地測量

事　業　費 0 15,000 15,000

令和3年度末までの
事業実施状況

幹線市道整備10か年計画書ではR4年度から開始の計画であったが諸事情によりR7からとする。商業地区を生かし賑
わいのある防災に強い街並みを目指すことを目的に庁内外関係者と調整を図り、都市再生整備計画の策定やウォーカ
ブル推進計画も視野に入れ、道路と都市空間を一体的に整備し魅力的なまちづくりを計画していきたい。

事業の背景・
住民意見の反映

本路線は、中心市街地活性化基本計画区域を構成する重要な都市計画道路に位置付けられ、
都市防災や景観形成などから早期に開通する必要がある。また、商業に積極的な地域であるた
めその特性を生かせる空間づくりをサポートする。

事業の評価と改善
(R3→R4)

幹線道路としての都市計画道路整備から、沿道を生かす都市づくり整備へとシフト。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的
都市防災や景観形成などの寄与と中心市街地の活性化とともに交通の整流化を図ることを目
的とする。

対　象 道路利用者、周辺住民、沿線商業者

手　段
都市計画道路の幹線的な整備と沿線を生かした街づくり整備を実施する。
総計画延長L=500ｍ　幅員W=16ｍ（両側歩道　幅員3.5ｍ）

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

根拠法令・要綱等2028年度 (令和10年度) ～ 2038年度

都市計画道路・幹線道路の整備推進

個別計画での位置付け 中心市街地活性化基本計画・都市計画マスタープラン・御殿場市幹線市道整備10か年計画

(令和20年度)

事 業 名 都市計画道路御東原循環線（市道0114号線）道路整備事業 6301-040

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

道路法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-3-1 施策名： 中心市街地活性化に向けた整備の推進

関連施策： 6-6-1 施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 3

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

事 業 名 中心市街地整備事業（市道4242号線） 6303-010

所　　管 都市建設部　都市整備課 予算款項目 一般会計

事業期間 2007年度 (平成19年度) ～ 2027年度 (令和9年度) 根拠法令・要綱等

手　段
市道４２４２号線の歩道整備（W=3.5ｍ）と駅南ガードを含めた新橋茱萸沢線との交差点改修を
行い、軒田通りの対面通行化への対応を図る。

駅周辺の基盤整備

個別計画での位置付け 中心市街地活性化基本計画、御殿場市都市計画マスタープラン、県都市計画区域マスタープラン

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

目　的 御殿場駅周辺主要道路の整備及び安全な歩行者動線の確保を目的とする。

対　象 道路利用者（御殿場駅利用者、商店街利用者、周辺住民等）

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-3-3 施策名： 自転車・歩行者空間の整備

関連施策： 6-3-2 施策名：

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

事　業　費 10,000 20,000 20,000 50,000

事業内容
物件補償（電柱移転等）
工事（歩道整備及び交差点）

工事（歩道整備及び交差点） 工事（歩道整備及び交差点）

0

1,060 800 800

財
　
源
　
内
　
訳

3,300 11,000 11,000 25,300

4,940

国土強靭化計画
における位置付け

1,340 1,800 1,800

令和3年度末までの
事業実施状況

都市計画道路新橋茱萸沢線事業に関連した整備となるため、同事業の進捗とあわせて県、関
係者等と協議を進めた。

事業の背景・
住民意見の反映

平成２４年度から中心市街地の交通安全事業として歩道整備を進めてきたが、平成２８年度の
都市計画道路新橋茱萸沢線着手に伴い、市道４２４２号線の歩道整備とあわせて駅南ガードを
含めた交差点改修を計画することになった。

事業の評価と改善
(R3→R4)

交差点の付替えについて駅周辺まちづくり懇話会や交通事業者との意見聴取をもとに静岡県と
公安委員会と本協議を行う。

2,660

0

0

0

0

0

4,300 6,400 6,400 17,100

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 6

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

事 業 名 秩父宮記念公園整備事業（第2期） 6401-010

所　　管 都市建設部　公園緑地課 予算款項目 一般会計

事業期間 2014年度 (平成26年度) ～ 2026年度 (令和8年度) 根拠法令・要綱等 都市公園法、御殿場市都市公園条例

手　段
令和5年度　　　　整備手法の検討・測量・予備設計・調査等
令和6年度　　　　建築設計・実施設計・調査等
令和7年度　　　　施設整備・建築工事等

富士山と地域資源を生かした滞留観光の推進

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

目　的
当公園は、総合公園として平成11年に都市計画決定を受け、平成15年に約9.8haのうち6.1haを
供用開始し、市内外から年間約10万人の来園者がいる。引き続き、御別邸を中心とした市民憩
いの場とするほか、観光ハブ都市を目指した観光施設として残りの区域を整備するもの。

対　象 市内外の公園利用者

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-4-1 施策名： 公園・緑地の整備

関連施策： 1-1-1 施策名：

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

事　業　費 45,500 62,000 604,200 711,700

事業内容

用地取得・補償
地質調査
整備手法の検討・予備設
計・調査等

建築設計・測量
実施設計・地質調査

施設整備・建築工事
工事監理

0

7,900 30,400 27,080

財
　
源
　
内
　
訳

13,300 16,500 300,600 330,400

68,720

国土強靭化計画
における位置付け

5,300 3,300 60,120

令和3年度末までの
事業実施状況 平成27年度に先行取得した用地の買戻しを優先に進めている。全ての用地買収が完了した。

事業の背景・
住民意見の反映

市を代表する公園として、市民にも認知され平成25年には来園100万人を達成したが、開園後
15年以上経過し、総合公園として新たな魅力の創出が必要となっている。市景観計画において
も景観整備重点地区（東山二の岡地区）に位置する観光資源園として、事業実施の必要性は高
い。

事業の評価と改善
(R3→R4)

全ての用地買収が完了したが、工事着手にあたりその施工手法等について精査する必要があ
り、コスト縮減と整備手法の様々な角度から再検討していく必要がる。

65,380

0

0

0

0

0

19,000 11,800 216,400 247,200

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 5

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

事 業 名 公園施設改善事業 6401-020

所　　管 都市建設部　公園緑地課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

26公園（秩父宮記念公園、中央公園、湯沢平公園など）を対象に老朽化施設の更新及び修繕を
実施。

事業の背景・
住民意見の反映

第四次総合計画において「公園施設等の計画的な修繕・更新」を施策としており、施設の老朽化
が進行していることからも改善を推進する必要がある。

事業期間 2013年度 (平成25年度) ～ 根拠法令・要綱等

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-4-1 施策名： 公園・緑地の整備

関連施策：  施策名：   

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的
障害者等の利用に支障がある公園施設をユニバーサルデザインの理念の基に改善し、また老
朽化した施設を公園施設長寿命化計画に基づき施設を更新することで、全ての公園利用者が
快適に楽しめる環境整備と安全・安心な施設を維持する。

対　象 障害者・幼時から高齢者までの全ての公園利用者

手　段
平成25年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づいて、老朽化した遊具等を更新する。ま
た、建築物の長寿命化の検討、公園施設長寿命化計画の更新を行う。

事業の評価と改善
(R3→R4)

対象施設が多数あるため、更新するだけでなく修繕による安全強化も検討し、コスト削減を図りながら優先
順位を付け更新等を行っている。平成25年度に策定した公園施設長寿命化計画は、令和5年度までの計
画であるため、今後の修繕計画と費用を鑑みた更新が必要不可欠である。また、都市公園内の建築物の
長寿命化計画を検討する必要があり建物の修繕計画を平準化したい。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容

長寿命化計画に則った施設
更新
都市公園内建物診断業務
委託
公園施設長寿命化計画更
新

長寿命化計画に則った施設
更新

長寿命化計画に則った施設
更新

事　業　費 43,500 27,100 12,700 83,300

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

19,000 2,500 1,000 22,500

0

19,600 22,300 9,500 51,400

4,900 2,300 2,200 9,400

0

0

0

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 6

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

2,000 2,000

0

0

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

5,000 9,000

0

0

0

事業内容 調査・測量等
調査・測量等
申請業務委託

基本設計
測量調査委託等

事　業　費 2,000 2,000 5,000 9,000

令和3年度末までの
事業実施状況

平成29年3月に駒門区から高架下の整備要望を受け、平成30年度にNEXCO中日本へ高架下利
用計画書を提出した。占用条件や占用料等について引き続きNEXCO中日本と調整を行ってい
く。

事業の背景・
住民意見の反映

新東名と現東名との中洲部分は、もともと駒門児童館や駒門浅間神社があった駒門地区の中
心地域であり、市の天然記念物の大銀杏を中心とした区民の憩いの場であった。このため、新
東名によって分断された地域を再生してほしいという要望書が提出され、地域も早期完成を望
んでいる。

事業の評価と改善
(R3→R4)

当該地は、国道246号からもアクセスも良く、利便性や利用者の安全面からみても適地であると
判断し、平成29年3月に駒門区から、NEXCO中日本へ高架下利用計画書を提出したが、占用条
件や占用料等に関して多額な費用がかる可能性があり、駒門区とNEXCO中日本と協議を密に
進める必要がある。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的
新東名建設により分断された地域を再生するため、高架下に新たな交流拠点となる空間を整備
し、地域の活性化を図る。

対　象 市民・利用者

手　段
高架下利用計画書をNEXCO中日本に提出し、協議を実施する。承認後、新東名高架下部分の
占用手続きを進めるとともに、地域と整備内容を協議し、地域のニーズに合った公園整備を進め
る。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

根拠法令・要綱等2020年度 (令和2年度) ～ 2027年度

  

個別計画での位置付け

(令和9年度)

事 業 名 新東名高架下公園整備事業 6401-050

所　　管 都市建設部　公園緑地課 予算款項目 一般会計

都市公園法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-4-1 施策名： 公園・緑地の整備

関連施策：  施策名：

事業期間

168



事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 8

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

13,600 13,600

0

1,000 1,000 1,000 3,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

13,600 40,800

0

0

0

事業内容

緑化推進支援事業
花いっぱいまちづくり事業
緑のネットワーク事業
富士山桜いっぱいまちづくり
事業

緑化推進支援事業
花いっぱいまちづくり事業
緑のネットワーク事業
富士山桜いっぱいまちづくり
事業

緑化推進支援事業
花いっぱいまちづくり事業
緑のネットワーク事業
富士山桜いっぱいまちづくり
事業

事　業　費 14,600 14,600 14,600 43,800

令和3年度末までの
事業実施状況

富士山桜いっぱいまちづくり事業は、令和3年度末までに約12.5Km間、504本の桜を植栽し、良
好な景観を創出することができた。その反面、道路の供用開始に伴い質の高い管理が必要とな
り、維持管理費も増大している。

事業の背景・
住民意見の反映

美しい生活環境の形成だけでなく、御殿場市を広くPRするため新たな名所等の整備を望む声が
多い。

事業の評価と改善
(R3→R4)

花いっぱいまちづくり事業は、市内130団体に苗木を配布する人気事業となっているが、団体数
の増加や令和2年度に花苗生産委託の単価を増額したことによる予算（要望通りの配布数の対
応ができない）の調整が必要となっている。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

b-9 災害救助における活動拠点、資機材等の不足

目　的 親しみのある生活環境の形状と観光ハブ都市にふさわしい良好な景観づくりに寄与する。

対　象 市民、来訪者

手　段
①緑化推進支援事業（生垣設置奨励金、緑化重点地域・モデル地区事業交付金、緑きらきら推
進協議会事業交付金、花の会事業交付金）②花いっぱいまちづくり事業（公共施設などへの花
苗・樹木の配布）③緑のネットワーク事業④富士山桜いっぱいまちづくり事業

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

目標15 陸の豊かさを守ろう

根拠法令・要綱等1994年度 (平成6年度) ～

  

個別計画での位置付け

事 業 名 緑化推進事業 6402-010

所　　管 都市建設部　公園緑地課 予算款項目 一般会計

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-4-2 施策名： 緑化活動の推進

関連施策：  施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 7

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

0 0

0

5,400 10,000 160,000 175,400

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

0 0

0

0

0

事業内容 測量・調査等 測量・調査等 整備工事

事　業　費 5,400 10,000 160,000 175,400

令和3年度末までの
事業実施状況

原里地区まちづくり委員会がまとめた整備構想を基に基本設計を行っている。原里支所と今後
の整備については協議中で、（仮）原里市民の森として地域の意向に合わせた計画の技術支援
を引き続き行っていきたい。

事業の背景・
住民意見の反映

当該地はゴルフ場として開発されたが、隣接する神場山神社や周辺の自然環境に配慮した整
備が必要となる。当該地周辺には、周辺住民を対象とした街区公園、近隣公園はあるが、原里
地区民が憩い・集うことのできる公園（地区公園）がないため、整備要望が市へ提出された。

事業の評価と改善
(R3→R4)

検討委員会を引き続き開催し、整備方針を最終決定する。それに基づき、地域性と地形を生か
した詳細設計等を進める。原里支所と協議し、工事費・今後の管理費を含めコスト縮減を検討す
る。
整備に伴う許認可について関係部署と調整を図る。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

b-9 災害救助における活動拠点、資機材等の不足

目　的
富士山や周辺の自然、神場山神社等の景観資源を保全し、誰もが快適に利用できる公園、交
流の場として整備することで、地域の活性化を図る。

対　象 市民・利用者

手　段
西御殿場ゴルフ場跡地の「ありのままの環境」を最大限に生かし、約6.2ｈａの整備を行い、交流
拠点の場を創出する。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

目標15 陸の豊かさを守ろう

根拠法令・要綱等2020年度 (令和2年度) ～ 2026年度

  

個別計画での位置付け

(令和8年度)

事 業 名 （仮）原里市民の森（地区公園）整備事業 6403-010

所　　管 都市建設部　公園緑地課 予算款項目 一般会計

都市公園法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-4-3 施策名： 市民の森づくりの推進

関連施策：  施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

2 1 13

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

事 業 名 地区広場等改修事業 6404-010

所　　管 市民部　市民協働課 予算款項目 一般会計

事業期間 ～

 

根拠法令・要綱等

国土強靭化計画
における位置付け

目　的
既存施設の改修・整備を行い、スポーツに親しむ環境の向上による地域住民の健康増進、地域
集会施設の整備による教養文化の向上を図る。

  

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け
目標３

対　象 市民

手　段 施設等の改修を実施する。

令和3年度末までの
事業実施状況

【御殿場】ジョギングコース土留め改修修繕、【原里】テニスコート夜間照明改修修繕、【印野】グ
ラウンド夜間照明改修電気設備工事、複合遊具修繕、【高根中郷館】エレベーター改修修繕、改
修設計業務委託、【高根西】友遊館外壁修繕 ほかを実施し、施設の利用環境を向上させた。

施策名：

 

事業の背景・
住民意見の反映

経年劣化により、各施設に修繕の必要が生じている。「地域のふれあいの場」としての位置づけ
もある施設であり、地元の要望に沿うとともに公共建築物個別計画に基づき改修を実施してい
く。

事業の評価と改善
(R3→R4)

地元や利用者の要望を取り入れ、適切な修繕・改修を計画的に行っている。
夜間照明は順次LED化を進め、コスト削減、耐用年数の延長を図っていく。

すべての人に健康と福祉を

目標11 住み続けられるまちづくりを

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-4-4 施策名： 地区広場等の整備

関連施策：

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容

【御殿場】夜間照明LED化（修繕）
【原里】夜間照明LED化（修繕）
【玉穂プール】エレベーター改修
　　　　　　　　　（修繕）
【高根】夜間照明LED化3/5基
　　　　　（修繕）

【原里】駐車場舗装改修（修繕）
　　　　　ゲートボール場フェンス改
　　　　　修（修繕）
【高根】夜間照明LED化2/5基
　　　　　（修繕）

【玉穂プール】修繕年次計画策定
　　　　　　　　　 業務（委託）
【高根西】防犯カメラ増設工事
　　　　　　 （修繕）

事　業　費 321,700 105,800 4,500 432,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

0 0 0 0

0

0

0

321,700 105,800 4,500 432,000

0

0

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 5 2

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

6,200

事業内容

・木造住宅耐震診断・木造
住宅耐震補強助成・木造住
宅除却助成・建築物等耐震
診断・ブロック塀等耐震改
修促進
延べ93件

・木造住宅耐震診断・木造
住宅耐震補強助成・木造住
宅除却助成・建築物等耐震
診断・ブロック塀等耐震改
修促進
延べ93件

・木造住宅耐震補強助成・
木造住宅除却助成・建築物
等耐震診断・ブロック塀等
耐震改修促進
延べ36件

令和7年度 計

8,200 7,900

0

6,200 6,400

財
　
源
　
内
　
訳

12,500 12,500 12,300 37,300

0

0

0

18,800

24,300

住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

国土強靭化計画
における位置付け

26,900 26,900 26,600 80,400

令和5年度 令和6年度

0

0

8,200

事　業　費

令和3年度末までの
事業実施状況

木造住宅の耐震診断（わが家の専門家診断事業）1,905棟、木造住宅耐震補強助成事業373
棟、木造住宅除却助成事業20棟、建築物等耐震診断事業40棟、ブロック塀等耐震改修促進事
業109か所　他 第３期御殿場市耐震改修促進計画（令和３～７年度）を令和２年度に策定済み

事業の背景・
住民意見の反映

南海トラフ全域において、M8～9クラスの地震が今後30年以内に発生する確率が70％程度と発
表された。また、富士山の火山活動に関する報道や、東日本大震災、熊本地震等の自然災害に
よる建物の被害、大阪府北部地震によるブロック塀の倒壊等により、建物等の耐震強度に対す
る住民の関心が高まっている。

事業の評価と改善
(R3→R4)

これまでも助成内容を見直して推進に努めているが、令和2年度は木造住宅耐震補強助成事業
を計画策定と補強工事の一体型とし、令和3年度より完全移行した。また、制度の周知方法が懸
案事項であることから、広報紙掲載･ダイレクトメール発送･戸別訪問等を行い、あわせて危機管
理課と連携しての啓発活動を展開している。

目　的
地震発生時における住宅・建築物等の倒壊等による被害を軽減し、市民の生命及び財産を保
護する。

対　象
旧基準（昭和56年5月31日以前の建築基準法）で建築された木造住宅、建築物及び倒壊の危険
性のあるブロック塀等

手　段
御殿場市プロジェクト「TOUKAI-0」総合支援事業費補助金交付要綱に基づき、事業を実施する
者に対し、事業に要する経費の一部を助成する。

基本計画における
位置付け

施策番号：

建築物の耐震改修促進に関する法律他

6-5-1 施策名： 安全な住宅等の整備

関連施策： 3-1-5 施策名： 公共施設などの耐震化の推進

個別計画での位置付け 御殿場市建築物耐震改修促進計画

SDGsでの位置付け
目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

a-1

事 業 名 建築物等地震対策事業 6501-010

所　　管 都市建設部　建築住宅課 予算款項目 一般会計

事業期間 2001年度 (平成13年度) ～ 根拠法令・要綱等
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 5 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

850 850

0

0

財
　
源
　
内
　
訳

550 550 550 1,650

0

850 2,550

0

0

0

事業内容

・ワンストップ相談会の開催
/フォローアップ調査の実施
・空家バンクの運営管理
・空家の利活用等支援事業
/　不良住宅除却補助事業

・ワンストップ相談会の開催
/フォローアップ調査の実施
・空家バンクの運営管理
・空家の利活用等支援事業
/　不良住宅除却補助事業

・ワンストップ相談会の開催
/フォローアップ調査の実施
・空家バンクの運営管理
・空家の利活用等支援事業
/　不良住宅除却補助事業

事　業　費 1,400 1,400 1,400 4,200

令和3年度末までの
事業実施状況

平成27年度…相談窓口開設　平成29年度…御殿場市空家等対策協議会設置　平成30年度…
御殿場市空家等対策計画策定　平成31年度…空家バンク開設　令和2年度…御殿場市空き家
活用等支援事業費補助金交付要綱を創設（改修・除却）

事業の背景・
住民意見の反映

近年、適切に管理されていない空家等が増加し、周辺の生活環境や公衆衛生等の影響が懸念
される状況である。平成27年の空家等対策の推進に関する特別措置法制定、平成30年度の御
殿場市空家等対策計画策定を契機に、空家等に対する実効性のある対策が求められている。

事業の評価と改善
(R3→R4)

空家等台帳をを整備して情報を整理しているほか、他市町との情報交換等を通じて先進事例の
収集や検証に努めている。空家バンクの運用状況を検証して利用増を図っている。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

a-1
住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊
等や不特定多数が集まる施設の倒壊による多
数の死傷者の発生

目　的
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、住民の生命･財産の保護、生
活環境の保全等を図る。

対　象 空家の所有者等

手　段
御殿場市空家等対策計画（平成30年度策定）に基づき、空家等の発生抑制及び適切な管理・利
活用の促進を図る。また、特定空家等に対して適切な措置を行う。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

根拠法令・要綱等2015年度 (平成27年度) ～

  

個別計画での位置付け 御殿場市空家等対策計画（H31-R10）

事 業 名 空家等対策事業 6504-010

所　　管 都市建設部　建築住宅課 予算款項目 一般会計

空家等対策の推進に関する特別措置法他

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-5-4 施策名： 空き家対策

関連施策：  施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 5 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

55,600

0

3,075 0

0

11,500 11,500

0

財
　
源
　
内
　
訳

12,825 11,500 14,000 38,325

0

2,500 5,575

0

0

0

32,600

事業内容

・市営住宅外壁改修
　（御殿場団地A2棟）
・住宅マスタープラン策定
（データ分析・策定）
・西田中第１団地一部解体

・市営住宅外壁改修
　（御殿場団地A1棟）

・市営住宅外壁改修
　（御殿場団地A4棟）
・市営住宅等長寿命化計画
策定

事　業　費 48,500 23,000 28,000 99,500

令和3年度末までの
事業実施状況

市営住宅等長寿命化計画の中で令和２年度末までに予定していた改修事業のうち、約75％が
完了している。なお、令和２年度にこれまでの経緯等を踏まえて当該長寿命化計画を改訂した
（計画期間：令和3年度～令和12年度）。

事業の背景・
住民意見の反映

昭和40年代・50年代に建設した中層住宅の給排水管設備及び外壁が老朽化しているため、改
修費が増加している。

事業の評価と改善
(R3→R4)

毎年１棟ずつのペースで改修を実施しているが、個々の施工状況を確認して、改善可能な事項
は次年度以降に反映している。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

h-5
被災者の住居や職の確保等の遅延による生活
再建が大幅に遅れる事態

目　的
老朽化した市営住宅ストックについて、市営住宅等長寿命化計画に基づいて予防保全的な維持
管理を推進することにより、市営住宅の長寿命化を図る。

対　象 市営住宅全般　管理戸数 886戸

手　段 市営住宅等長寿命化計画により、環境・景観改善を順次実施していく。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

目標３ すべての人に健康と福祉を

根拠法令・要綱等2015年度 (平成27年度) ～

効果的な資産の活用

個別計画での位置付け 御殿場市営住宅等長寿命化計画・御殿場市営住宅建替事業基本計画

事 業 名 市営住宅環境整備事業 6505-010

所　　管 都市建設部　建築住宅課 予算款項目 一般会計

公営住宅法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-5-5 施策名： 市営住宅の整備

関連施策： 7-5-3 施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 5 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標11 住み続けられるまちづくりを

目標３ すべての人に健康と福祉を

事 業 名 市営住宅建替事業 6505-020

所　　管 都市建設部　建築住宅課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

現在建替を検討している上栄団地にはまだ入居者が多くおり、建て替えに向けて入居者の意向
を確認している。中長期的な市営住宅管理・建替の方針を定める市営住宅等長寿命化計画を
令和2年度に改訂した（計画期間：令和3年度～令和12年度）。

事業の背景・
住民意見の反映

建築後50年以上経過した住宅のため老朽化が著しい。また、高齢者世帯、単身世帯の増により
地域の自治会活動等に支障を来している。

事業期間 ～ 根拠法令・要綱等 公営住宅法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-5-5 施策名： 市営住宅の整備

関連施策： 7-5-3 施策名： 効果的な資産の活用

個別計画での位置付け 御殿場市営住宅等長寿命化計画・御殿場市営住宅建替事業基本計画

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

h-5
被災者の住居や職の確保等の遅延による生活
再建が大幅に遅れる事態

目　的
建築されてから50年以上経過し老朽化している市営住宅の建替えにより、居住性や住環境の向
上を図る。

対　象 住宅に困窮する低所得者で、市民及び市に勤務する人並びに住替え希望の人

手　段
平成23年度に策定し令和2年度に改定した御殿場市営住宅等長寿命化計画に基づき建替事業
を行う。

事業の評価と改善
(R3→R4)

入居者や周辺住民の考え方は様々であるため、関係者の意向を十分に確認している。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容
上栄団地建替事業
住民意向調査

上栄団地建替事業
基本計画

上栄団地建替事業
移転補償、基本計画

事　業　費 0 0 5,000 5,000

財
　
源
　
内
　
訳

2,500 2,500

0

0 0 700 700

0

1,800 1,800

0

0

0

0

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 2 7

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

事 業 名 地域計画関連道路整備事業 6601-010

所　　管 都市建設部　道路河川課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

令和3年度は、御殿場地区で2路線、原里地区で1路線、玉穂地区で5路線、印野地区で1路線、
高根地区で5路線の工事や用地買収等を実施した。

事業の背景・
住民意見の反映

地区の公共施設整備の進捗に対し、周辺道路の整備が追いつかないため、財産区と連携して
計画的に事業を実施する。

事業期間 1997年度 (平成9年度) ～ 根拠法令・要綱等 都市計画道路・幹線道路の整備推進

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-1 施策名： 都市計画道路・幹線道路の整備推進

関連施策： 7-8-1 施策名： 財産区との連携

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

a-7 避難路における通行不能

目　的
御殿場・原里・玉穂・印野・高根地区において市道の計画的な整備を実施し、生活環境の改善と
景観に配慮した道路網形成を図る。

対　象 各対象地区を通行する市民や車両

手　段 各地区の計画・意向を十分踏まえて、市道の効果的な拡幅改良・舗装・歩道設置等を行う。

事業の評価と改善
(R3→R4)

地元調整に時間を要し、速やかな事業実施が困難な路線については、線形の見直し・道路規格
の変更等を地元関係者・地権者と協議を進めていく。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容

市道0226号線外5
神場板妻線外2
市道0104号線外3
市道6144号線外2
市道0202号線外6

市道0226号線外5
神場板妻線外3
市道5113号線外4
市道6144号線外2
市道0202号線外4

市道0226号線外5
神場板妻線外3
市道5113号線外4
市道6144号線外2
市道0202号線外3

事　業　費 736,700 606,000 606,000 1,948,700

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

0 0 0 0

0

0

736,700 606,000 606,000 1,948,700

0

0

0

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 2 2

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

事 業 名 市道新設改良事業 6601-020

所　　管 都市建設部　道路河川課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

令和3年度は、市単独道路整備事業として6路線、社会資本整備総合交付金事業として3路線、
地方創生道整備推進交付金事業として１路線の工事や用地買収等を実施した。

事業の背景・
住民意見の反映

市道の改良・舗装率が低く、市民から道路整備の要望が多く出されている。財政状況の厳しい
中、緊急性等の優先度により順次整備を進めている。都市計画道路・幹線道路の整備は、交通
渋滞の解消・活性化・災害時の避難や物資運搬など、果たす役割が大きく、市民ニーズも高く、
市政の発展にも必要不可欠である。

事業期間 1986年度 (昭和61年度) ～ 根拠法令・要綱等 道路法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-1 施策名： 都市計画道路・幹線道路の整備推進

関連施策：  施策名：   

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

a-7 避難路における通行不能

目　的
安全で利便性が高く、災害発生時に対応可能な道路網を形成するため、効果的に道路整備を
する。

対　象 市道を通行する市民や車両

手　段 道路線形・幅員等を十分検討し、計画的に道路新設・改良・舗装を行う。

事業の評価と改善
(R3→R4)

国庫補助金の交付額の変動により、事業進捗が不透明となってきており、市内の土地利用状況
や交通形態等を再考慮し、重点的に整備を行う路線を検討する。
地元調整に時間を要し、速やかな事業実施が困難な生活道路の改良については、今後、線形
の見直し・道路規格の変更などを検討する。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容

市道1880号線外7
市道0114号線外2（社会資
本)
市道0109号線
神山深良線

市道1880号線外7
市道0109号線外2（社会資
本）
神山深良線

市道1880号線外7
市道0109号線外2（社会資
本）
神山深良線

事　業　費 680,000 480,000 490,000 1,650,000

財
　
源
　
内
　
訳

206,500 151,000 151,000 508,500

0

95,900 51,980 58,700 206,580

0

282,700 211,000 214,400 708,100

51,400 24,520 27,400 103,320

35,000 35,000 35,000 105,000

0

8,500 6,500 3,500 18,500

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 2 3

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

事 業 名 生活道路整備事業 6602-010

所　　管 都市建設部　道路河川課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

令和３年度は、１３路線、延長１，０７５ｍの舗装工事を実施した。
各区からの申請数６１７で、完了数５２１となっており、８４％完了しています。
残り申請数９６となっていますが、今後も申請があれば、対応していく予定で進捗しています。

事業の背景・
住民意見の反映

幅員4ｍ未満の道路は舗装整備されずにいるため、沿線住民から要望が多い。

事業期間 2005年度 (平成17年度) ～ 根拠法令・要綱等 御殿場市生活道路の臨時的整備事業に関する要綱

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-2 施策名： 生活道路の整備

関連施策：  施策名：   

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

a-7 避難路における通行不能

目　的
市民生活の利便性を確保するため、主として住宅が建ち並び幅員4ｍ以上の確保が困難な未舗
装道の整備をする。

対　象 市道を通行する市民や車両

手　段 雨水排水の処理を考慮し、現状幅員での舗装整備を行う。

事業の評価と改善
(R3→R4)

要望箇所は多くあるが、基本的には幅員を広げない事業であり、狭隘道路の解消とはならない
ため、地元区長・関係者とは、防災の観点からも道路改良事業を含めて調整・協議をしっかり
行っていく。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容
舗装新設
市道1377号線外10路線
L=1,000m

舗装新設
市道3546号線外10路線
L=1,000m

舗装新設
市道3277号線外10路線
L=1,000m

事　業　費 30,000 30,000 30,000 90,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

1,800 1,800 1,800 5,400

0

16,200 16,200 16,200 48,600

12,000 12,000 12,000 36,000

0

0

0

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 2 4

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標11 住み続けられるまちづくりを

なし

事 業 名 橋梁新設改良事業 6603-010

所　　管 都市建設部　道路河川課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況 令和3年度は、金山橋架け替えにおける下部工工事を行った。

事業の背景・
住民意見の反映

災害時における橋梁の安全確保は必要不可欠である。また幅員の狭い橋の改善要望は、引き
続きなされている。

事業期間 2001年度 (平成13年度) ～ 根拠法令・要綱等 道路法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-3 施策名： 道路施設の適切な維持・補修

関連施策： 3-1-5 施策名： 公共施設などの耐震化の推進

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

e-3 基幹的交通ネットワークの機能停止

目　的 橋梁を効果的に整備し、災害発生時はライフラインとして機能し、交通の安全確保を図る。

対　象 橋を通行する市民や車両

手　段
橋梁長寿命化計画に基づいて、老朽化が著しい橋梁の全面的な改修と、橋梁の新設を計画的
に実施する。

事業の評価と改善
(R3→R4)

調査・点検・測量設計・補修・修繕等を計画的に行うことで、長寿命化につながっている。補修を
行ったが、今後大規模改修や架け替えが必要とされる橋梁については、事前調査や継続的な
点検・測量設計・関係機関との協議を行い、全体事業の平準化を図る。
また、県河川の護岸事業と併せて橋梁拡幅なども検討する。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容
不動橋設計委託
昭和橋概略設計

不動橋改修工事 昭和橋設計委託

事　業　費 29,000 160,000 29,000 218,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

2,400 12,800 2,400 17,600

0

20,800 115,200 20,800 156,800

5,800 32,000 5,800 43,600

0

0

0

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 2 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標11 住み続けられるまちづくりを

目標12 つくる責任　つかう責任

事 業 名 道路維持補修事業 6603-020

所　　管 都市建設部　管理維持課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

管理施設の維持修繕を早急に対応することにより事故を防止し、利用者が安心して通行できる
道路を維持している。

事業の背景・
住民意見の反映

年々増加する交通量に伴う損耗や経年劣化による老朽化が進んでいる。このため、舗装補修や
側溝の改修、歩行者のための開口側溝の蓋掛けの要望が増加している。また最近は、官地内
の立木対応や、多種多様なの要望が増加している。

事業期間 1986年度 (昭和61年度) ～ 根拠法令・要綱等 道路法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-3 施策名： 道路施設の適切な維持・補修

関連施策：  施策名：   

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

e-3 基幹的交通ネットワークの機能停止

目　的 道路利用者が安心して利用できるための適正な維持管理を行う。

対　象 市道を利用する歩行者や通行車両等

手　段
日常的にパトロールを行い危険個所等を把握するとともに、市民からの通報や地元からの要望
に対して、現地を確認し対応する。

事業の評価と改善
(R3→R4)

損耗や経年劣化による老朽化が進んでいる管理道路が年々増加しており、また最近は多種の
要望が多くなっている。
今後も、数多くなっていく老朽化している施設を、安心安全に使用できる様に引続き管理を行っ
ていく。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容

・道路応急修繕
・舗装応急修繕
・側溝改修
・舗装補修

・道路応急修繕
・舗装応急修繕
・側溝改修
・舗装補修

・道路応急修繕
・舗装応急修繕
・側溝改修
・舗装補修

事　業　費 280,000 280,000 280,000 840,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

79,100 79,600 96,900 255,600

0

97,600 102,300 118,900 318,800

85,800 81,800 42,900 210,500

0

0

0

17,500 16,300 21,300 55,100
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 2 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標11 住み続けられるまちづくりを

目標12 つくる責任　つかう責任

事 業 名 社会資本整備総合交付金事業（道路橋梁維持） 6603-030

所　　管 都市建設部　管理維持課 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

路構造物の点検や修繕により道路ネットワークの確保や安全・安心な道路空間を創出し、市民
生活の安全と利便を維持している。

事業の背景・
住民意見の反映

道路構造物においては、年々増加する交通量に伴う損耗や経年劣化による老朽化が進んでい
る。災害時における橋梁の安全確保は必要不可欠である。また幅員の狭い橋の改善要望は、
引き続きなされている。歩道整備に関しても交通量の増加等に伴う歩行者の安全確保が必要と
されている。

事業期間 1986年度 (昭和61年度) ～ 根拠法令・要綱等 道路法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-3 施策名： 道路施設の適切な維持・補修

関連施策：  施策名：   

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

e-3 基幹的交通ネットワークの機能停止

目　的
道路施設の点検・補修を行うことで適確な維持管理を促進し、災害に強く信頼性の高い道路ネッ
トワークの整備を進めるとともに、交通安全対策等を行い、安全で安心した豊かな生活を送れる
社会の実現を目指す。

対　象 ライフライン（道路・橋・歩道）を通行する市民や車両

手　段
道路構造物において、定期点検を行い、老朽化が著しい施設の改修等を計画的に実施する。
通学路における緊急合同点検にて位置付けられた要対策箇所の歩道整備において、交通安全
施設整備を推進する。

事業の評価と改善
(R3→R4)

道路施設の調査・点検・測量設計・補修・修繕等を計画的に行うことで、長寿命化につながって
いる。補修を行ったが、今後大規模改修や架け替えが必要とされる橋梁については、事前調査
や継続的な点検・測量設計・関係機関との協議を行い、全体事業の平準化を図る。
また、通学路における要対策箇所の歩道整備において、交通安全施設整備を検討する

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容

97　命とくらしを守る
・舗装修繕・道路ストック
125　道路メンテナンス
・橋梁修繕・点検

97　命とくらしを守る
・舗装修繕・道路ストック
125　道路メンテナンス
・橋梁修繕・点検

97　命とくらしを守る
・舗装修繕・道路ストック
125　道路メンテナンス
・橋梁修繕・点検

事　業　費 194,800 171,000 200,000 565,800

財
　
源
　
内
　
訳

94,600 82,000 95,300 271,900

0

8,300 6,800 8,700 23,800

0

74,300 60,600 79,100 214,000

17,600 21,600 16,900 56,100

0

0

0

0
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 1 1

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

20,000 18,000

0

750 750

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

11,250 49,250

0

0

0

事業内容

デジタル補正
・道路河川課等道路新設、
改良等
・新東名高速道路側道

デジタル補正
・道路河川課等道路新設、
改良等
・新東名高速道路側道

デジタル補正
・道路河川課等道路新設、
改良等
・土地改良事業(上合・二
股・中島地区)

事　業　費 20,000 18,000 12,000 50,000

令和3年度末までの
事業実施状況

道路法に基づき台帳を整備し、住民や事業者に対し閲覧等を行う。併せて、ＨＰでの情報公開も
行っている。また、普通交付税の算定に関する資料としている。令和元年度から2か年で道路台
帳のデジタル化を行った。

事業の背景・
住民意見の反映

道路法第28条の規定及び道路法施行規則第4条の2の規定により道路台帳を整備し、住民や事
業者に台帳の閲覧等を行い、普通交付税の算定に関する資料として、総務大臣に毎年報告して
いる。

事業の評価と改善
(R3→R4)

道路台帳整備事業は、毎年、新規・変更・廃止路線等を台帳に反映している。また、令和３年度
の新東名及び138BP等の開通により道路台帳の大幅な修正が発生するが、デジタル補正により
効率的なデータ更新を可能とし、将来的なコストを下げ、市民サービスの向上となるよう改善し
ていく。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

e-3 基幹的交通ネットワークの機能停止

目　的
道路法第28条の規定による市道の適切な管理及び普通交付税の算定に関する資料作成のた
め。

対　象 市民、事業者

手　段 道路新設・改良等の資料を基に、委託業務により台帳のデジタル更新を行う。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

目標12 つくる責任　つかう責任

根拠法令・要綱等～

  

個別計画での位置付け

事 業 名 デジタル道路台帳更新事業 6604-010

所　　管 都市建設部　管理維持課 予算款項目 一般会計

道路法

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-4 施策名： デジタル化した道路台帳の活用

関連施策：  施策名：

事業期間
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

8 4 9

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標11 住み続けられるまちづくりを

事 業 名 新東名高速道路関連事業 6605-010

所　　管 都市建設部　道路河川課　新東名促進室 予算款項目 一般会計

令和3年度末までの
事業実施状況

新東名の開通に合わせ、アクセス道路を開通。駒門SICの利用促進活動による日当たり利用計
画台数の達成。

事業の背景・
住民意見の反映

新東名高速道路開通により、分断される地域の機能回復を図る必要がある。
新東名高速道路沿線地区からは、生活環境悪化への不安が根強く、対応が急務となる。

事業期間 2020年度 (令和2年度) ～ 根拠法令・要綱等 側道整備に関する細目協定・SIC設置要綱

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-6-5 施策名： 新東名高速道路などの整備の促進

関連施策：  施策名：   

個別計画での位置付け

SDGsでの位置付け

国土強靭化計画
における位置付け

e-3 基幹的交通ネットワークの機能停止

目　的
新東名高速道路は御殿場ICまで開通し残区間の整備促進と市民に密接した側道整備の推進。
駒門スマートICの利用促進。

対　象 新東名高速道路周辺の市民や通行車両

手　段
事業者である中日本高速道路㈱との協議、調整を密に行う。駒門スマートICは、地区協議会と
連携し利用促進を図る。

事業の評価と改善
(R3→R4)

新東名、アクセス道路は計画どおりに開通することが出来た。駒門スマートICの利用台数は順
調な伸びであるが、維持できるよう環境調査結果を元に利用促進に努める。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

事業内容
側道工事負担金
スマートIC環境調査
照明等安全対策

側道工事負担金
スマートIC環境調査 スマートIC環境調査

事　業　費 72,000 14,000 4,000 90,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

9,440 4,900 4,000 18,340

0

47,400 7,200 54,600

11,480 1,900 13,380

0

0

0

3,680 3,680
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事 業 整 理 シ ー ト

整理番号

2 1 9

●事業の種類と位置付け

●事業の内容

●事業計画（単位：千円）

国　補

防　衛

県　補

市　債

財　繰

負　担

小　山

寄　付

その他

一　般

0

0

6,700 6,700

0

7,000 7,000 7,000 21,000

財
　
源
　
内
　
訳

0

0

6,700 20,100

0

0

0

事業内容
バス路線維持費助成事業
UDタクシー導入助成事業
地域公共交通協議会事業

バス路線維持費助成事業
UDタクシー導入助成事業
地域公共交通協議会事業

バス路線維持費助成事業
UDタクシー導入助成事業
地域公共交通協議会事業

事　業　費 13,700 13,700 13,700 41,100

令和3年度末までの
事業実施状況

市内のバス路線に加え、市外に及ぶ路線については関係市町と連携した支援により路線を維持した。路
線バスの運行情報、車内の混雑状況を「見える化」する多言語対応バスロケーションシステムの導入時に
富士急モビリティ（株）を支援し、コロナ禍における利用者の安全の確保や利便性向上を図った。

事業の背景・
住民意見の反映

高齢化が進み免許返納者が増加し、温暖化対策の観点からも公共交通の確保や高齢者をはじ
め全ての人に配慮したユニバーサルデザインタクシー普及が地域でも求められている。住民意
見については、地域公共交通協議会において老人クラブ・障がい者団体等利用者団体の意見
を把握している。

事業の評価と改善
(R3→R4)

コロナの影響によりバス・タクシーともに利用者は減少しており、路線バスにいたっては全路線
が助成対象になっている。地域公共交通協議会事業の中で、ウィズコロナに向けた生活スタイ
ルの変更に合わせた公共交通の在り方について協議し、利用促進を図る。

令和5年度 令和6年度 令和7年度 計

国土強靭化計画
における位置付け

f-4 地域交通網の長期間にわたる機能停止

目　的
路線バスやタクシーなど地域公共交通の維持・確保・改善により市民生活に係る移動の利便性
を確保する。また、全ての人にやさしいユニバーサルな公共交通の地域への普及を促進する。

対　象 市民、市内への通勤・通学者、交通事業者等

手　段
行政・事業者・利用者団体・有識者等による地域公共交通協議会を開催し、通院・通学など市民
の移動ニーズを把握しながら、交通事業者への補助による生活交通路線の維持や、公共交通
維持のための利用促進活動、全ての人にやさしい公共交通の普及促進等に取り組む。

SDGsでの位置付け
目標11 住み続けられるまちづくりを

目標13 気候変動に具体的な対策を

根拠法令・要綱等2002年度 (平成14年度) ～

交通需要に応じた交通ネットワークの形成

個別計画での位置付け 御殿場市地域公共交通網形成計画

事 業 名 地域公共交通対策事業 6702-010

所　　管 企画部　未来プロジェクト課 予算款項目 一般会計

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

基本計画における
位置付け

施策番号： 6-7-2 施策名： バスなどの公共交通網の整備

関連施策： 6-7-3 施策名：

事業期間
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